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研究成果の概要： 

本研究では、行政機関の電子記録管理について、先進事例とされるオーストラリア・ヴィク

トリア州の VERS: Victorian Electronic Records Strategy が、システムを内部開発せず、システム

が準拠すべき仕様（VERS 標準）を策定・公表することで、州政府だけでなく他の公的・民間

組織にもシステムが受容され、適切な電子記録管理の普及に効果のあったことがわかった。一

方、日本の場合、必ずしも記録が説明責任を果たすための証拠とはなりにくい特性を有するこ

ともわかった。これにより、政府機関の記録管理の研究においては、記録というものの位置づ

けを、国際的な比較のなかで社会的・文化的背景から捉え直すことも重要な作業であるという

ことが明らかとなった。 

 

交付額 
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 直接経費 間接経費 合 計 

2006 年度 3,900,000 1,170,000 5,070,000 

2007 年度 1,700,000 510,000 2,210,000 

2008 年度 1,600,000 480,000 2,080,000 

年度    

  年度    

総 計 7,200,000 2,160,000 9,360,000 
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１．研究開始当初の背景 
 パソコンおよびインターネットの普及に
より、組織の業務遂行過程で作成される電子
記録の適切な管理が重要な課題となってき
ている。多様なソフトウェアで作成される電
子記録には、ソフトウェアの更新や変更によ
って、読めなくなるという状態が容易に生じ
うるからである。また、政府のアカウンタビ
リティや企業のコンプライアンスなど、みず
からの活動の妥当性を証明するために記録
の管理が重視されるようにもなってきてい
るからである。このようなことを背景として、

電子記録管理のためのシステムが、単に組織
内部の業務遂行の支援に有効性を発揮する
だけでなく、電子文書が証拠「書類」として
の能力を持つための真正性を確保し、また、
長期間にわたって保管された後にも容易に
検索・利用できるような状態の維持に有効
性・信頼性を発揮するようなものとして必要
とされるにいたった。このような文書管理ス
タイルの変化は、結果として現場スタッフの
業務の進め方や、人びとの記録というものに
対する意識に変容を迫るものであり、こうし
た点の解明をめざして本研究は着手された。 
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２．研究の目的 
 行政機関における業務記録の管理・保存は、
近年おもに、(1)適切に保存された業務記録を
参照することにより機関における業務遂行
を円滑化する、(2)適切に保存された業務記録
を公開することにより住民に対する挙証説
明責任(accountability)を確保する、という観点
から重視されるようになってきており、加え
て、インターネットの普及に象徴される電子
ネットワーク化を背景とした業務遂行にお
ける電子文書の比重の高まりとも相まって、
電子記録の適切な管理、保存が重要な課題と
なってきているが、現状では適切な解決策に
対する合意は得られていない。これを踏まえ
本研究は、行政機関において電子的に作成・
利用される業務記録を適切に管理・公開する
という課題に関し、世界的に見ても先進的な
役割を果たしているオーストラリア・ヴィク
トリア州公文書館（ PROV─Public Record 

Office Victoria）の推進する電子文書管理・公
開 の た め の 取 り 組 み 、 VERS─Victorian 

Electronic Records Strategy の意義と汎用性を
調査・研究し、そのわが国における適用可能
性を研究することを目的とする。明らかにし
ようとするのは次の４点である。 
（１）VERS システムの概要把握 
 行政機関に限らず組織体の業務記録で大
きな問題となるのは、どの記録を残しどの記
録を廃棄すべきかという評価・選別の問題で
ある。基本的にこの問題には、原課から記録
の移管を受ける文書管理部署があたり、一定
の基準に基づいて事後的に評価・選別を実施
することが通例となっている。それに対して
VERS のばあい、原課における業務記録作成
の時点で当該記録の保存年限などが分類さ
れるしくみになっている。PC 上で業務文書
を作成するアプリケーションソフトにはあ
らかじめ「作成した文書を組織の公的記録と
して保存する」という保存方法を指定するツ
ールが組み込まれ、現場スタッフが画面の指
示に従って必要事項を埋めていくことによ
って、ほぼ自動的に当該業務文書の業務プロ
セスにおける重要度などが判定され、それに
より保存場所や保存年限などが設定される
システムになっている。すなわち記録作成時
点ですでに評価・選別のしくみが組み込まれ
たシステムになっている。この構築にあたっ
てはPROVの強力なイニシアティブだけでな
く、業務現場スタッフの積極的な協力があっ
たとのことであり、こうした VERS システム
に関し、記録・文書管理といったアーカイブ
ズ学的な側面、情報の管理・セキュリティの
確保といった情報技術的な側面だけでなく、
業務現場にとっての使い勝手のよさといっ
た組織運営的な側面についても、ヴィクトリ
ア州政府現場スタッフへの聴き取り調査な

どを進め、機関の業務遂行と有機的に連携し、
現場にとって使い勝手のよいシステムとさ
れる VERS の概要を把握する。 
（２）州政府業務における VERS の位置づけ 
 機関にとって重要なのは直面する業務の
遂行であり、それによって生じる記録・文書
類は、基本的にその副産物にすぎないといっ
ても過言ではない。その意味で、記録を保存
しさらにそれを住民に公開するという作業
も組織にとっては副次的なものと言いうる。
VERS は電子的な業務文書を作成時点からコ
ントロールしようという取り組みであり、現
場スタッフの理解なしには実行のおぼつか
ないものである。VERS の構築にあたっては
ヴィクトリア州政府、特にその管理部門にお
いて業務記録に関するこのような理解が不
可欠であり、そうした理解を醸成した背景を
当時の記録や関係者への聴き取り調査など
をもとにして確認し、州政府が VERS をどの
ように位置づけているかに関して把握する。 
（３）公的記録に対する住民意識の調査 
 以上のような取り組みである VERS には公
文書館や現場スタッフの労力だけでなく、州
政府より巨額な予算が、具体的には 1996 年
のリサーチ・プロジェクトから 2005 財政年
度まで、10 年間で 13 億 7500 万豪ドルが投入
されている。行政記録の電子的な保存・管理
に対してこれだけの予算を計上するという
ことは、住民の理解・合意なくして可能なこ
とではない。裏を返せばこれは、この地にお
いて行政機関の公的記録に関する人々の理
解がかなりの程度深まっているとも推測さ
れる。この点を把握するため、公文書館で
VERS の策定にあたったスタッフだけでなく、
その推進に関わった州議会の記録や関係者
への聴き取り調査を進め、行政府外部の人々
が公的機関の公的記録に対してどのような
意識を持っているかについて把握する。 
（４）これからの公文書のあり方に関する基
礎的考察 
上記（１）～（３）をもとに、電子ネットワ
ーク時代に求められる公文書管理・公開のあ
り方、つまり公的記録を媒介とした行政と住
民との関係性を明らかにし、それをふまえて
日本における公的記録のあり方、および、そ
うした記録に対する行政の現場や住民の意
識と比較検討を進め、社会における公的記録
の位置づけに関し、オーストラリアと日本と
の相違を明らかにすることを通じて、日本に
おける記録管理のあるべき姿に関する基礎
的な考察を進める。 
 

３．研究の方法 
（１）ワークショップ受講を通じた VERS の
概要把握 
 研究期間開始の前年に実施された現地調
査において、担当者より VERS 導入のための



 

 

ワークショップがPROVによって６コース用
意されていることが示唆された。これらは
VERS に対する利用習熟度によってレベル分
けされているというよりも、むしろ VERS導
入によって、どのような変化・改善が組織運
営において期待できるのかという点につい
て、行政当局者、業務現場の担当者、機関内
の情報技術担当者、あるいは行政によってサ
ービスを受ける側に立つ住民など、それぞれ
の観点から解説を加えたものであるとのこ
とであった。そこで、まずこのワークショッ
プを研究組織メンバーで集中的に受け、それ
を通じて VERS の構築に関する認識をより具
体化することから着手する。このワークショ
ップの受講により、VERS が行政組織の運営
をどのように捉え、それを VERS の導入によ
ってどのように改善していこうとしている
かについて、おおよその見取り図を描くこと
ができると期待される。 
（２）ウェブ公開されている VERS 文献の調
査研究 
 PROV の運営する VERS の公式ウェブサイ
ト【http://www.prov.vic.gov.au/vers/vers/】には
VERS に関する報告書、論文などが公開され
ている。これらを研究代表者、研究分担者で
手分けして翻訳・紹介するという研究会を重
ねることにより、VERS への理解を深め、ワ
ークショップ受講の効果を高める。またこの
過程で VERS がどのような組織運営を前提と
したシステムであるか、またそれは日本の組
織運営にも共通点を持つものであるか、とい
った点についても整理し、後日の比較研究の
ための検討材料とする。 
（３）オーストラリアの行政システムに関す
る調査研究 
 上記（２）の作業と並行して、オーストラ
リアおよびヴィクトリア州における行政シ
ステムに関する調査を進める。特に行政機関
である州政府の意思決定システム、州政府と
州議会との関係を把握し、ヴィクトリア州の
政治システムにおける VERS の位置づけを
明らかにする。 
 またみずからの研究遂行の過程で日豪双
方のアーカイブズおよびそれに準じる記録
管理機関を利用した経験を持つ海外共同研
究者を研究期間の早い段階で日本に招き、双
方の記録管理および公開に関するシステム
の比較に関する研究会を実施する。 
（４）日本の行政システムに関する予備的調
査 
 本研究では、最終的にオーストラリアと日
本の自治体における業務記録管理システム
についての比較研究を目的とする。このため
日本の自治体における業務遂行システムお
よびそれに付随する業務記録管理システム
に関する研究も欠かすことができない。この
点については全史料協（全国歴史資料保存利

用機関連絡協議会）などがいくつかの報告書
を出しているので、それらを参照しつつ一定
の知見を研究組織全体において共有する。特
に VERS 導入の前後でオーストラリアの業務
遂行のシステムにどのような変化が見られ
たかを整理したうえで、現在まだ紙ベースの
業務遂行が大きな比重を占めるわが国の行
政機関において電子的な記録作成が根づく
にはどのような条件整備が必要であるかに
ついて研究を進め、意見交換をし、この点に
関し一定の共通認識を研究組織内で構築す
ることをめざす。 
（５）VERS 担当者を通じたヴィクトリア州
政府・議会関係者とのコンタクト 
 上記研究調査の全体を通じて、必要に応じ
疑問点などを電子メールによってPROV担当
者に照会していく。これら担当者を通じて、
実際に VERS を導入したヴィクトリア州政
府内部の行政機関担当者とコンタクトをと
り、導入にあたって課題となったこと、導入
が業務遂行に及ぼしたメリット・デメリット
などについて、オーストラリア訪問時にイン
タビューできるよう準備を進める。さらに、
巨大な予算を計上して VERS の推進を支持
した州政府関係者にもインタビューをとり、
それをもとにして行政府と州議会、州の住民
が記録を媒介としてどのような関係性を維
持しているかに関して明らかにすることを
めざす。 
 

４．研究成果 
 電子記録管理システムとしての VERS 標準
の有効性については、これが唯一のではない
としても有効なもののひとつであることが
わかった。その一方で、電子記録に限らずア
ーカイブズには、組織の説明責任を果たすと
いうだけでなく、多様な観点からのアプロー
チが必要であるということが明らかとなっ
た。すなわち、記録に基づく業務遂行および
記録管理の標準化によって、結果として現場
スタッフの仕事のスタイルをコントロール
するというミクロレベルでの効果が記録管
理にはあることがわかった。またマクロレベ
ルでは、蓄積された記録の総体が当該の共同
体や社会にとって集合的アイデンティティ
確認の拠り所となり、それゆえに記録と記憶
をめぐるポリティクスも生じうるというこ
とがわかった。特に後者は外部との交渉の歴
史とりわけ戦争のような出来事に対する歴
史認識ともからんで極めて現代的な、重要な
観点であることが、オーストラリアや他のい
くつかの諸国におけるアーカイブズを通し
て明らかとなった。また、当初は行政機関の
電子記録管理について、先進事例とされるオ
ーストラリア・ヴィクトリア州の VERS: 

Victorian Electronic Records Strategy の有
効性の検証と、その日本への導入可能性の検



 

 

討をめざしていたが、研究の進展につれ「意
思決定の責任の所在を証すものとしての記
録」という位置づけが必ずしも日本の場合に
は妥当しないということが明らかになって
きた。 
 このような成果を踏まえ、研究期間最終年
度には、記録管理のあり方を社会的、文化的
な背景までさかのぼって検討することが必
要との視点から、前年度までの研究成果をま
とめる一方、海外でのアーカイブズ理解につ
いて確認すべく、国際学会で海外研究者の報
告も交えてセッションを持ち、アーカイブズ
に関する社会学的研究の意義と方向性を確
認することをめざした。2008 年 6 月に開催の
第 38 回国際社会学機構世界会議に研究組織
から数名が参加し、ナレッジ・マネジメント
と記録管理の関係、日本の行政機関の意思決
定システムにおける記録管理の特質、近代社
会のもつ再帰的性格とアーカイブズの役割
というテーマで報告を行なうと共に、アメリ
カ、ノルウェーの研究者との研究交流を進め
た。記録管理に関する国際標準（ ISO 

15489-1:2001）の制定に見られるように、公
的機関だけでなく民間にも適切な記録管理
が求められるようになってきているが、文化
的背景から記録管理を捉え直すことの重要
性も確認された。 
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